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令和２年１２月三田市議会定例会（第３５９回）提出議案件名一覧表（追加議案） 

議案番号 件      名 
提案課名 内      容 

議案第９５号 令和２年度三田市一般会計補正予算（第９号） 

財 政 課 

【歳入歳出予算補正】 

補 正 額     １８７，５５５千円 

補正後の額  ５２，５９５，４００千円 

〔内容〕 

・広報活動推進事業費             １，３５９千円 

・行政財産管理運営費            ６１６千円 

・財産管理事務費             ２，３８３千円 

・シティセールス推進事業費         ７０１千円 

・淡路風車の丘管理運営費        ７，３８５千円 

・総合文化センター運営費       ２１，７９１千円 

・公共交通対策事業費         １３，４８３千円 

・電子計算処理事業費          ８，７２０千円 

・市民センター維持管理費        ７，５３７千円 

・ガラス工芸館管理運営費          １９１千円 

・防災施設整備事業費          ２，３３６千円 

・障害者福祉事務費             ７２７千円 

・地域生活支援事業費            ２７０千円 

・他会計支出金             ３，２４６千円  

・シルバー人材センター活動促進事業費 １８，７００千円 

・児童福祉事業費               ５０千円 

・子育て支援事業費             ３５０千円 

・多世代交流館事業費            ５００千円 

・保育施設給付等事業費        ４７，９２４千円 

・地域医療確立対策事業費        ２，６６２千円 

・乳幼児健診及び事後指導実施費       ４７２千円 

・訪問指導事業費               ６８千円 

・母子保健相談事業費          １，９９０千円 

・ＩＴ教育推進事業費（教育総務費）   ４，５６６千円 

・小学校管理運営費           ５，０９７千円 

・小学校施設維持補修費         ４，０００千円 

・中学校管理運営費           １，４１４千円 

・特別支援学校管理運営費          ５１２千円 

・図書館管理運営費           ９，０６２千円 

・土木施設災害復旧事業費       １９，４４３千円 
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【繰越明許費】 

繰 越 額      ４７，２２３千円 

〔内容〕 

・総合文化センター運営費       ２１，２２３千円 

  ・シルバー人材センター活動促進事業費 １８，７００千円 

  ・給食センター管理運営費        ７，３００千円 

 

【債務負担行為補正】 

〔追加〕 

  ・東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進事業費 

   期 間・・・令和２年度から令和３年度まで 

   限度額・・・１１，５２５千円 

  ・看護師同乗タクシー通学支援業務委託費 

   期 間・・・令和２年度から令和３年度まで 

   限度額・・・・・・８７８千円 

  ・旧中央公民館分室改修工事費 

   期 間・・・令和２年度から令和３年度まで 

   限度額・・・４０，０００千円 

 

【地方債補正】 

 補 正 額       ６，０００千円 

 補正後の額   ２，８０８，３００千円 

 〔内容〕 

・河川整備事業債            ６，０００千円 

 

 
議案第９６号 

 
令和２年度三田市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

財 政 課 

【歳入歳出予算補正】 

補 正 額         ５０９千円 

補正後の額   ７，７４９，４６８千円 

〔内容〕 

・認知症対策等総合推進事業費        ５０９千円  

             

 
議案第９７号 

 
令和２年度三田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 
財 政 課 

 

【歳入歳出予算補正】 

補 正 額       ３，４２１千円 

補正後の額   ２，４８４，７３１千円 

〔内容〕 

・後期高齢者医療事業運営事務費     ３，４２１千円 
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議案番号 件      名 
提案課名 内      容 

 
議案第９８号 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

人 事 課 
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に伴い、一般職の職員、特

別職に属する常勤の職員及び市議会議員の期末手当について所要の規

定の整備を行うに当たり、当該条例の一部を改正しようとするもの。

 


